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第１ 工事費の積算（一般） 
 

１－１ 工事費の種別及び区分 

工事費の積算は、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事等の工事種別ごとに行

う。工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して積算する。直接工事費については、設

計図書の表示に従って工事種目ごとに区分し、共通費については、共通仮設費、現場管理費及び一般管

理費等に区分する。 

 

１－２ 工事費の構成 

（１） 工事費の構成は、次のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 消費税等相当額 

１）消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税相当分からなる税率を乗じて算定する。 

２）工事価格に係る各費目の積算に使用する材料等の価格等は、消費税相当分を含まないものとする。ただし、見積

り等において消費税を含んで表示される場合は、当該額に110分の100を乗じて得られた額を、積算に使用する材

料等の価格等として扱うものとする。 

※ 工事価格は一万円単位以上とする。ただし、工事価格が百万円未満の場合は、千円単位以上とする。なお、工事価

格の有効桁の考え方については、第３ ３－１ （３）③による。 

 

（２） 工事費は、消費税抜きの価格で積算した工事価格に、10％の消費税及び地方消費税相当額を加

算して設定する。 

 

１－３ 工事費の積算に係る適用基準等 

工事費の積算は下記基準等に準拠する。 

 ① 国土交通省大臣官房官庁営繕部 

・ 公共建築工事積算基準 

・ 公共建築工事共通費積算基準 

・ 公共建築工事標準単価積算基準 

・ 公共建築数量積算基準 

・ 公共建築設備数量積算基準 

・ 公共建築工事見積標準書式 

 ② 公共住宅建設事業者等連絡協議会 

・ 公共住宅建築工事積算基準 

・ 公共住宅電気設備工事積算基準 

・ 公共住宅機械設備工事積算基準 

 ③ その他 

・ 公共建築工事積算基準の解説（建築工事編） 

・ 公共建築工事積算基準の解説（設備工事編） 

・ 公共建築工事積算研究会参考歩掛り 

・ 物価調査機関発刊の各種刊行物に基づく歩掛り及び単価 

工 事 費 

工事価格 

消費税等相当額 
一般管理費等 

工事原価 
純工事費 

現場管理費 

直接工事費 

共通仮設費 
共通費 
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第２ 工事費の積算（直接工事費） 
 

２－１ 直接工事費 

（１） 直接工事費は、工事目的物を造るために直接必要とする費用で、直接仮設に要する費用を含み、

その算定は次による。 

 

イ 材料価格及び機器類価格（「材料価格等」という。）に個別の数量を乗じて算定する。 

ロ 単位施工当たりに必要な材料費、労務費、機械器具費等から構成された単位に数量を乗じて算

定する。 

ハ イ又はロによりがたい場合は、施工に必要となる全ての費用を「一式」として算定する。 

 

（２） 直接工事費は、各工事種目に区分する。工事種目は工事別、建物の棟別、用途別棟に区分する。 

（３） 各工事種目は、科目、中科目及び細目に区分する。ただし、中科目については、工事内容等により

区分する必要がない場合は、省略できるものとする。 

 

２－２ 数量 

細目に計上する数量は、以下の基準を準用する。 

 ① 公共住宅工事 

   ・ 公共住宅建築工事積算基準    （２編 数量） 

   ・ 公共住宅電気設備工事積算基準 （２編 数量） 

   ・ 公共住宅機械設備工事積算基準 （２編 数量） 

 ② 公共建築工事 

   ・ 公共建築数量積算基準 

   ・ 公共建築設備数量積算基準 

 

２－３ 単価及び価格 

細目に計上する単価及び価格は、公共建築工事積算単価表（以下、「積算単価表」という。）による。ただ

し、積算単価表によりがたい場合は、以下の基準に準じ、各工事の施工条件を考慮して個別対応とする。 

 ① 公共住宅工事 

   ・ 公共住宅建築工事積算基準    （３編 単価） 

   ・ 公共住宅電気設備工事積算基準 （３編 単価） 

   ・ 公共住宅機械設備工事積算基準 （３編 単価） 

 ② 公共建築工事 

   ・ 公共建築工事標準単価積算基準 

 

また、単価及び価格の取扱いについては以下のとおりとし、端数処理を行う場合は、四捨五入とする。 

（１）  単価及び価格の算定において材料価格等、材料単価及び仮設材費は、積算資料（（一財）経済

調査会発行）及び建設物価（（一財）建設物価調査会発行）等の価格の平均値を採用する。 

市場単価は建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報（（一財）建設物価調査

会発行）に掲載されている「建築工事市場単価」の平均値を採用する。 

単位施工単価のうちシフト単価は建築施工単価（（一財）経済調査会発行）及び建築コスト情報

（（一財）建設物価調査会発行）に掲載されている「建築工事単位施工単価」の平均値を採用する。 

平均値を採用する場合の端数処理は一円単位とし、一円未満の場合は小数点以下第２位とする。 

端数処理を行った結果<※１>が、物価資料の掲載価格の有効桁数の最終の桁の位と異なる場合

の端数処理は、有効桁の最終の桁の小さい桁の位‹※２›とする。 

なお、１つの物価資料にのみ掲載される場合は、掲載された価格とし、端数処理は行わない。 
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【計算例① 物価資料採用価格の端数処理】 

 
Ａ誌 Ｂ誌 （平均値） 

端数処理を

行った結果 

<※１> 

有効桁の最終の桁の小

さい桁の位 

<※２> 
採用価格 

a 7.4 7.5 （7.45） 7 
小数第一位 

（A 誌及び B 誌の小

数点第一位が該当） 
7.5 

b 368 365 （366.5） 367 

一の位 

（A 誌、B 誌及び端数

処理を行った結果の

一の位が該当） 

367 

c 1,500 1,400 （1,450） 1,450 
十の位 

（端数処理を行った結

果の十の位が該当） 

1,450 

 

（２）  物価資料掲載価格、物価資料掲載価格の合算単価及び物価資料掲載価格の単位換算単価の

端数処理は行わない。ただし、単位換算を行った結果、小数点以下第３位以降がある場合は小数点

以下第２位とする。（端数処理をおこなう場合は、四捨五入とする。） 

【計算例① 掲載価格の合算】 

材料※１  材料（掲載） 掲載価格 合算額 掲載価格※２ 

●●● 
Ａ誌 

△△△ 555 
705 705 

□□□ 150 

Ｂ誌 ○○○ 700 700 700 

※１ 特定の材料価格について、Ａ誌では二つの材料価格を合算する必要がある場合。 

※２ Ａ誌においては合算額を掲載価格として扱う。 

【計算例② 掲載価格の単位換算】 

材料※１  単位 掲載価格 単位換算 掲載価格※１ 

●●● 
Ａ誌 本（３ｍ） 2,230 2,230÷３ｍ 743.33 

Ｂ誌 ｍ 700 700 700 

※１ Ａ誌においては単位換算後の価格を、掲載価格として扱う。 

 

（３）  標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、小数点以下第２位まで算定した単

価を代入する。なお、単価算定時における金額（数量×単価）は、小数点以下第２位までとする。代

価において計上する単価についても同様とする。 

 

（４）  単価算定に用いる数量（歩掛りにおける単位施工あたりに必要となる数量や代価における数量）に

小数点以下第６位以降がある場合は、小数点以下第６位を四捨五入し小数点以下第５位までとする。 

 

（５）  補正市場単価、単位施工単価における調整(工事場所が物価資料でない場合に行う単価調整)、

補正単位施工単価、改修工事における労務の割増し、単価の補正におけるシフト単価の割増しに使

用する率は、小数点以下第４位を四捨五入して小数点以下第３位とする。 

 

（６）  細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価及び金額は以下のとおりとする。 

イ．細目別内訳書及び別紙明細書に計上する単価の端数処理については有効上位３桁とする。た

だし、千円未満の場合は十円単位とし、百円未満の場合は一円単位とする。 

※ 細目別内訳書に一円未満の単価を計上する必要がある場合については、数量単位の再設定を
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個別に行う単価設定（代価）で算定した金額を計上するなどの調整を検討する。 

ロ．細目別内訳書に計上する金額は、円単位とし一円未満切捨てとする。 

ハ．別紙明細書にて算定した金額は、細目別内訳書に円単位として一式計上する。 

 

（７）  公共建築工事における「その他」の率 

歩掛りの「その他」の率は中間値＋１％を標準とする。なお、中間値を算出する際に、小数第3位ま

で求められるものについては、小数第3位を四捨五入し、小数第2位までの値になるよう端数処理した

うえで採用する。 

【計算例】 

下限値 上限値 中間値 中間値＋１％ 

0.13 0.18 0.155 → 0.16（端数処理） 0.16 + 0.01 → 0.17 

 

（８）  公共住宅工事における「その他」の率 

歩掛りの「その他」の率は中間値を標準とする。なお、中間値を算出する際に、小数第3位まで求め

られるものについては、小数第3位を四捨五入し、小数第2位までの値になるよう端数処理したうえで

採用する。 

【計算例】 

下限値 上限値 中間値 

0.13 0.18 0.155 → 0.16（端数処理） 
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第３ 工事費の積算（共通費） 
 

３－１ 共通費 

（１） 共通費の区分と内容 

共通費は、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分し、それぞれ表３－１、表３

－２並びに表３－３及び表３－４の内容を一式として計上する。 

ただし、共通費を算定する場合の直接工事費には、本設のための電力、水道等の各種負担金は

含まないものとする。 

 

（２） 共通費の算定 

共通仮設費及び現場管理費は、費用を積み上げにより算定するか、共通費別紙１及び２に示す直

接工事費に対する比率（以下「共通仮設費率」という。）及び純工事費に対する比率（以下「現場管理

費率」という。）によるものとする。また、共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いるＴ（工期）は、

以下のとおりとする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれない内容については、必要に

応じて別途積み上げによる共通仮設費及び現場管理費を加算し、これを一式で表示する。ただし、

共通仮設費率及び現場管理費率を算定する場合の直接工事費及び純工事費には、処分費を含ま

ないものとする。 

 

Ｔ：工期（か月） 契約予定日（余裕期間制度対象工事の場合は、工事の始期）から工期末までの

期間の日数を30日／月にて除す。その値は小数点以下第２位を四捨五入して１位

止めとする。なお、契約予定日は開札から契約までを考慮して適宜設定する。 

また、設計変更における工期について、工事一時中止（一部一時中止の場合も

含む）があった場合、共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いるＴ（工期）に

は、工事一時中止（一部一時中止の場合も含む）を理由とした工期延伸する期間を

含まない。 

 

工期は、工事内容、施工条件等を踏まえて適切に設定する。また、当初発注時には予見できない

施工条件や環境などに変化が起きた場合は、契約書に則り設計変更等を適時適切に実施する。 

 

共通仮設費＝（直接工事費×共通仮設費率）＋積み上げによる共通仮設費 

現場管理費＝（純工事費×現場管理費率）＋積み上げによる現場管理費 

 

一般管理費等は、共通費別紙１及び２に示す工事原価に対する比率（以下「一般管理費等率」と

いう。）により算定する。なお、契約保証費については、愛知県財務規則第１２９条の３（契約保証金の

納付の免除）第３号の規定を適用しない場合は、一般管理費等率に0.04％を加算する。 

 

一般管理費等＝工事原価×一般管理費等率 

 

（３） 共通費算定に関する数値の取扱い 

① 積み上げによる算定 

積み上げによる算定は、「２－３ 単価及び価格」に準ずる 

② 率による算定 

「公共建築工事費積算基準」の率により算定した金額は、一円未満切り捨てとする。 

③ 一般管理費等 

原則として、工事価格が一千万円以上の場合は工事価格の有効桁が上位４桁、工事価格が百万

円以上一千万円未満の場合は工事価格が一万円単位、工事価格が百万円未満の場合は工事価格
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が千円単位となるように、一般管理費等を算出された金額の範囲内で調整する。 

 

【計算例① 一般管理費の調整】 

工事原価 一般管理費 工事価格 

55,555,555 4,444,444（算定結果、端数処理前） 59,999,999 

  59,990,000（端数処理） 

55,555,555 4,434,445（工事費内訳書計上金額） 59,990,000 

【計算例② 変更設計の場合の一般管理費の調整】 

工事原価 一般管理費 工事価格 

当初 55,555,555   

変更 3,333,333   

計  58,888,888 4,666,666（算定結果、端数処理前） 63,555,554 

 当初工事価格（端数処理前） → 59,999,999 

 差額 →  3,555,555 

   3,550,000（端数処理） 

    3,333,333 216,667（変更工事費内訳書計上金額）  3,550,000 

 

（４） 設計変更における共通費 

共通仮設費及び現場管理費については、積み上げにより算定した場合は設計変更においても積

み上げにより算定し、比率により算定した場合は設計変更においても比率により算定する。 

また、設計変更を行う場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等（以下「各共通費」とい

う。）は、設計変更の内容を当初発注工事内に含めた場合の各共通費を求め、当初発注工事の各共

通費をそれぞれ控除した額とする。 

ただし一般管理費等は、設計変更において契約保証費にかかる補正を行わない。 

 

変更工事の各共通費＝（Ａ＋Ｂ）×α（a+b）－Ａ×αa 
Ａ    ・・・ 当初発注工事の金額※ 
Ｂ    ・・・ 変更工事の金額※ 
αａ     ・・・ Ａの額に対する各共通費率 
α（a+b） ・・・ 変更工事の内容を当初発注工事に含めた額に対する各共通費率 

 
※  「金額」は以下を示す。 

各共通費が共通仮設費の場合 ・・・ 直接工事費 

各共通費が現場管理費の場合 ・・・ 純工事費 

各共通費が一般管理費等の場合 ・・・ 工事原価 

  



7 
 

 

表３－１ 共通仮設費 

項   目 内     容 

準 備 費 敷地測量、敷地整理、仮設用借地料、道路占有のための準備及び現状復旧

に要する費用、その他の準備に要する費用 

仮 設 建 物 費 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用 

工 事 施 設 費 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用 

環 境 安 全 費 安全標識、消火設備等の施設の設置、交通誘導・安全管理等の要員、隣接

物等の養生及び補償復旧並びに台風等災害に備えた災害防止対策に要す

る費用 

動 力 用 水 光 熱 費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・

水道料金等 

屋 外 整 理 清 掃 費 屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分並びに端材等の処分

及び除雪に要する費用 

機 械 器 具 費 共通的な工事用機械器具（測量機器、揚重機械器具、雑機械器具）に要する費用  

情 報 シ ス テ ム 費 情報共有、遠隔臨場、ＢＩＭ、その他情報通信技術等のシステム・アプリケーシ

ョンに要する費用 

そ の 他 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目

にも属さない費用 

 

表３－２ 現場管理費 

項   目 内     容 

労 務 管 理 費 現場雇用労働者（各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者）、現場

雇用従業員（各現場で元請企業が臨時に直接雇用する従業員）及び現場労

働者（再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者）の労

務管理に要する費用 

 募集及び解散に要する費用 

 慰安、娯楽及び厚生に要する費用 

 純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用 

 賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 

 安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 

 労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 

租 税 公 課 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自

動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 

保 険 料 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険、法定外の労

災保険及びその他の損害保険の保険料 

従業員給料手当 現場従業員（元請企業の社員）及び現場雇用従業員並びに現場雇用労働

者の給与、諸手当（交通費、住宅手当等）、賞与及び外注人件費（「施工図

等作成費」を除く。）に要する費用 

施工図等作成費 施工図・完成図等の作成に要する費用 

退 職 金 現場従業員に対する退職金給付引当金繰入額及び現場雇用従業員、現場雇

用労働者の退職金 

法 定 福 利 費 現場従業員、現場雇用従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する

次の費用 

 現場従業員、現場雇用従業員及び現場雇用労働者に関する労災保険

料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 

 現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額 

 建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金 

福 利 厚 生 費 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見

舞等に要する費用 

事 務 用 品 費 事務用消耗品費、ＯＡ機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入

費、工事写真・完成写真代等の費用 
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通 信 交 通 費 通信費、旅費及び交通費 

補 償 費 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に

対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補

償費を除く。 

そ の 他 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、各種調査に要する費

用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 

 

表３－３ 一般管理費 

項   目 内     容 

役 員 報 酬 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与（損金算入分） 

従 業 員 給 料 手 当 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与（賞与引当金繰入

額を含む。） 

退 職 金 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金（退職給与引当金繰入

額及び退職年金掛金を含む。） 

法 定 福 利 費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料

及び厚生年金保険料の事業主負担額 

福 利 厚 生 費 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞

等の福利厚生等に要する費用 

維 持 修 繕 費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 

事 務 用 品 費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の

購入費 

通 信 交 通 費 通信費、旅費及び交通費 

動 力 用 水 光 熱 費 電力、水道、ガス等の費用 

調 査 研 究 費 技術研究、開発等の費用 

広 告 宣 伝 費 広告、公告又は宣伝に要する費用 

交 際 費 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 

寄 付 金 社会福祉団体等に対する寄付 

地 代 家 賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料 

減 価 償 却 費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 

試 験 研 究 償 却 費 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 

開 発 償 却 費 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特

別に支出した費用の償却額 

租 税 公 課 不動産取得税、固定資産税等の租税及びその他の公課 

保 険 料 火災保険その他の損害保険料 

契 約 保 証 費 契約の保証に必要な費用 

雑 費 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費

用 

 

表３－４ 付加利益等 

法人税、都道府県民税、市町村民税等（表３－３の租税公課に含むものを除く） 

株主配当金 

役員賞与（損金算入分を除く） 

内部留保金 

支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用 

 

（５） 各共通費率は、共通費別紙１及び２によるものとし、工事種別ごとの適用については、原則として下

記に示す表３－５及び表３－６による。 
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表３－５ 公共住宅工事における各共通費率 

工事名称（工種） 
共通仮設費（住－仮－） 現場管理費（住－現－） 

一般管理費等 

（住－般－） 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 

（１）建築工事                               

① 建築工事 新営 ○          ○          ○     

    改修 ○          ○          ○     

② 外構工事   ○          ○          ○      

③ 造成工事  ○      ○      ○   

（２）設備工事                               

① 電気設備工事 新営   ○          ○          ○   

    改修   ○          ○          ○   

② 給排水工事 新営     ○          ○          ○ 

    改修     ○          ○          ○ 

③ エレベーター工事（昇降機設備工事）       ○          ○        ○ 

④ 汚水処理施設工事（躯体を除く設備）     ○          ○          ○ 

⑤ テレビ電波障害改善工事           ○          ○    ○   

※ 外構工事及び造成工事については、原則として「建築工事」の率を採用するが、工事内容や規模により

大規模工事になる等、率の採用が適当でないと判断される場合は、この限りではない。 

 

 

表３－６ 公共建築工事における各共通費率 

工事名称（工種） 
共通仮設費（営－仮－） 現場管理費（営－現－） 

一般管理費等 

（営－般－） 

1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 

（１）建築工事                                       

① 建築工事 新営 ○         ○             ○     

    改修  ○         ○           ○    

② 整備工事     ○         ○           ○    

③ 環境整備工事     ○              ○           ○   

④ 汚水処理施設工事（躯体）     ○              ○           ○    

⑤ 石綿対策工事  ○        ○       ○   

（２）設備工事                                 

① 管工事 新営        ○             ○          ○ 

  改修           ○              ○        ○ 

② 空調工事（冷暖房設備工事） 新営         ○              ○          ○ 

  改修           ○              ○        ○ 

③ 電気設備工事 新営     ○              ○            ○   

  改修       ○              ○          ○   

④ エレベーター工事（昇降機設備工事）             ○              ○     ○ 

⑤ 汚水処理施設工事（躯体を除く設備）           ○             ○       ○ 

⑥ テレビ電波障害改善工事        ○          ○       ○   

⑦ 公共下水道接続工事       ○        ○     ○ 

※ 敷地造成工事については、原則として「建築工事（改修）」の率を採用するが、工事内容や規模により大

規模工事になる等、率の採用が適当でないと判断される場合は、この限りではない。 

 

（６） 当該項に記載のない事項については、原則として公共建築工事積算基準及び公共住宅工事積算

基準等に準じ、各工事の施工条件を考慮して個別対応とする。 
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３－２ 共通費率に基づく共通費の算定（公共住宅工事） 

（１） 用語の定義 

「特殊工事費」とは、一般的な工事内容に共通して存在するとは限らない工事で、請負者の現場で

の関わりが比較的少なく、共通仮設費及び現場管理費を特に計上する必要がないと考えられる工事

費をいい、次を標準とする。 

（各工事共通） 

①  建設発生土、解体発生材等の処分費（運搬費を除く） 

②  有料道路の通行料金 

（建築工事・屋外整備工事） 

①  鉄骨工事の工場製作費（工場加工組立費、工場溶接費、工場塗装費、運搬費） 

（電気設備工事） 

①  発電機設備工事（機器費、運搬費、据付け費、試運転及び調整費） 

②  圧送給水装置設備工事（同上） 

③  中央監視制御設備工事（同上） 

④  特別高圧受変電設備工事（同上） 

⑤  電話交換機設備工事（同上） 

⑥  駐車場管制設備工事（ゲートを含む）（同上） 

⑦  宅配ボックス設備工事（同上） 

⑧  指定した受電開始日以降の電気基本料金 

⑨  テレビ電波受信障害防除設備工事における電柱共架料、道路占有料及び補償料（架上げ費用） 

（機械設備工事） 

①  空気調和機器設備工事費（機器費、運搬費、搬入・据付け費、試運転調整費等を含む） 

②  機械式駐車装置設備工事費（同上） 

③  圧送給水装置設備工事費（同上） 

④  現場組立てによる受水槽及び高置水槽設備工事費（同上） 

⑤  機械式ごみ貯留装置設備工事費（同上） 

⑥  ユニット型浄化槽設備工事費（同上） 

「その他工事（公住）」とは、通常の建物本体工事に含まれない工事等をいい、次を標準とする。 

・ 造園工事（種目で造園工事として扱われる項目全て。） 

・ 取り壊し工事（石綿含有建材処理工事を除く。） 

 

（２） 共通仮設費 

（ア） 当該共通仮設費率に含まれる内容は、表３－７及び表３－８とする。 

表３－７ 建築工事の共通仮設費率に含む内容 

項    目 内    容 

準 備 費 敷地整理、その他の準備に要する費用 

仮 設 建 物 費 
現場事務所、倉庫、下小屋、作業員施設等に要する費用。ただし、設計図書によるイメ

ージアップ費用を除く。 

工 事 施 設 費 場内通信設備等の工事用施設に要する費用。ただし、設計図書によるイメージアップ費用を除く。

環 境 安 全 費 
安全標識、消火設備等の施設の設置、隣接地等の養生及び補償復旧に要する費用、

台風等災害に備えた災害防止対策に要する費用のうち一般的なものの費用 

動 力 用 水 光 熱 費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等 

屋 外 整 理 清 掃 費 
屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分並びに端材等の処分に要する

費用 

機 械 器 具 費 共通的な工事用機械器具（測量機器、揚重機械器具、雑機械器具）に要する費用 

そ の 他 
コンクリートの圧縮試験費、鉄筋の圧接試験費、その他上記のいずれの項目にも属さな

いもののうち軽微なものの費用 
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表３－８ 電気設備工事及び機械設備工事の共通仮設費率に含む内容 

項    目 内    容 

準 備 費 その他の準備に要する費用 

仮 設 建 物 費 
現場事務所、倉庫、下小屋、作業員施設等に要する費用。ただし、設計図書によるイメー

ジアップ費用を除く。 

工 事 施 設 費 場内通信設備等の工事用施設に要する費用。ただし、設計図書によるイメージアップ費用を除く。 

環 境 安 全 費 
安全標識、消火設備等の施設の設置に要する費用、台風等災害に備えた災害防止対

策に要する費用のうち一般的なものの費用 

動力用水光熱費 
工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金

等。ただし、本受電後の基本料金を除く。 

屋外整理清掃費 
屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分並びに端材等の処分に要する費

用 

機 械 器 具 費 共通的な工事用機械器具（測量機器、揚重機械器具、雑機械器具）に要する費用 

そ の 他 上記のいずれの項目にも属さないもののうち軽微なものの費用 

 

（イ） 特殊工事費を含む工事費の共通仮設費は、次式により算定する。 

 

特殊工事費を含む工事費の共通仮設費 ＝ Ａ×α ＋積み上げによる共通仮設費 

Ａ ・・・ 特殊工事費を含まない直接工事費 

α ・・・ Ａの額及び工期に対する共通仮設費率 

 

（ウ） 鉄屑等のスクラップ費を計上する場合 

この場合の共通仮設費の算定は、比率により算定する部分については、鉄屑等のスクラップ費

を控除しない直接工事費に対する共通仮設費率により共通仮設費を算定し、必要に応じて別途積

み上げによる共通仮設費を加算する。 

 

（エ） 総合発注（一括発注）工事の共通仮設費 

 

「建築工事」と「電気設備工事」及び「機械設備工事」の２以上の工事を総合して発注する場

合の共通仮設費は、それぞれの工事種別ごとの共通仮設費に関する定めにより算定し、それら

の合計による。 

ただし、主たる工事以外のいずれかの工事が、主たる工事と比較して軽微な工事であり、かつ、

単独の工期設定がない場合は、当該工事を主たる工事に含め、主たる工事の定めにより共通

仮設費を算定することができる。 

 

総合発注工事の共通仮設費＝Ａ1×α１＋Ａ2×α2＋Ａ 3×α3 ＋積み上げによる共通仮設費 

Ａ１   ・・・ 建築工事の特殊工事費を含まない直接工事費 
Ａ2   ・・・ 電気設備工事の特殊工事費を含まない直接工事費 
Ａ3   ・・・ 機械設備工事の特殊工事費を含まない直接工事費 
α１  ・・・ Ａ１の額に対する建築工事の共通仮設費率 
α2  ・・・ Ａ2の額に対する電気設備工事の共通仮設費率 
α3  ・・・ Ａ3の額に対する機械設備工事の共通仮設費率 
※ 受水槽と同一構造のポンプ室は建築工事と見なさない。 

 

（オ） その他工事（公住）を単独で発注する場合 

この場合の共通仮設費の算定は、原則として専門工事業者からの見積りを参考に計上する。 
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（３） 現場管理費 

（ア） 特殊工事費を含む工事費の現場管理費は、次式により算定する。 

 

特殊工事費を含む工事費の現場管理費 ＝ Ａ×α ＋積み上げによる現場管理費 

Ａ   ・・・ 特殊工事費を含まない純工事費 

α   ・・・ Ａの額及び工期に対する現場管理費率 

 

（イ） 鉄屑等のスクラップ費を計上する場合 

この場合の現場管理費の算定は、比率により算定する部分については、鉄屑等のスクラップ費

を控除しない純工事費に対する現場管理費率により現場管理費を算定し、必要に応じて別途積み

上げによる現場管理費を加算する。 

 

（ウ） 総合発注（一括発注）工事の現場管理費 

「建築工事」と「電気設備工事」及び「機械設備工事」の２以上の工事を総合して発注する場

合の現場管理費は、それぞれの工事種別ごとの現場管理費に関する定めにより算定し、それら

の合計による。 

ただし、主たる工事以外のいずれかの工事が、主たる工事と比較して軽微な工事であり、かつ、

単独の工期設定がない場合は、当該工事を主たる工事に含め、主たる工事の定めにより現場

管理費を算定することができる。 

 

総合発注工事の現場管理費＝Ａ1×α１＋Ａ2×α2＋Ａ 3×α3 ＋積み上げによる現場管理費 

Ａ1   ・・・ 建築工事の特殊工事費を含まない純工事費 
Ａ2   ・・・ 電気設備工事の特殊工事費を含まない純工事費 

Ａ3   ・・・ 機械設備工事の特殊工事費を含まない純工事費 

α1   ・・・ Ａ1の額に対する建築工事の現場管理費率 
α2   ・・・ Ａ2の額に対する電気設備工事の現場管理費率 
α3   ・・・ Ａ3の額に対する機械設備工事の現場管理費率 

 

（エ） その他工事（公住）を単独で発注する場合 

この場合の現場管理費の算定は、原則として専門工事業者からの見積りを参考に計上する。 

 

（オ） 労災補償に必要な保険契約における法定外の保険料等の補正 

設計図書等に示された労災補償に必要な法定外の保険契約における保険料並びに現場従業

員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）の補正を行う場合は、現場管理

費率に一定の率を乗じることを原則とし、当面、その率を１．０１とする。 

ただし、現場管理費率に補正率を乗じた額が、実際の工事の内容・規模等に応じて大きく異な

ると見込まれる場合等においては、適切に補正率を設定し、計上することができることとする。 

 

（４） 一般管理費等 

（ア） 特殊工事費を含む工事費の一般管理費等は、次式により算定する。 

 

特殊工事費を含む工事費の一般管理費等 ＝ （Ａ＋Ｂ）×α 

Ａ   ・・・ 特殊工事費を含まない工事原価 

Ｂ   ・・・ 特殊工事費 

α   ・・・ （Ａ＋Ｂ）の額に対する一般管理費等率 
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（イ） 鉄屑等のスクラップ費を計上する場合 

この場合の一般管理費等の算定は、鉄屑等のスクラップ費を控除しない工事原価に対する一般

管理費等率により一般管理費等を算定する。 

 

（ウ） 総合発注（一括発注）工事の一般管理費等 

建築工事と電気設備工事及び機械設備工事の２以上の工事を総合して発注する場合の一般管

理費等は、それぞれの工事種別の工事原価の合計に対する主たる工事の一般管理費等率により

算定する。 

 

総合発注工事の一般管理費等＝（Ａ1＋Ａ2＋Ａ3）×α 
Ａ1   ・・・ 建築工事の工事原価 
Ａ2   ・・・ 電気設備工事の工事原価 
Ａ3   ・・・ 機械設備工事の工事原価 
α    ・・・ 総工事原価（各工事の工事原価の合計）の額に対する主たる工事の一般管理費

等率 
 

（エ） 住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置のための費用 

    「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成19年法律第66号）に該当する

住宅の新築工事の場合は、資力確保措置のための費用を見積等により算出し、一般管理費等に

加算する。 

 

（オ） その他工事（公住）を単独で発注する場合 

この場合の一般管理費の算定は、原則として専門工事業者からの見積りを参考に計上する。 

 

（５） 熱中症対策に係る費用 

（ア） 工事費への費用計上 

以下の一般的な熱中症対策に関する項目は、共通仮設費率及び現場管理費率等に含まれて

おり、当初工事費に費用計上されているものとする。 

・作業場用大型扇風機 

・作業場換気用送風機 

・エアコン、シャワー室、給水器、冷蔵庫、製氷機 

・熱中飴、タブレット、経口補水液の常備 

・遮光チョッキ、空調服 

・ドライミスト 

・暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の計測装置 等 

 

熱中症対策として、一般的な熱中症対策に関する項目以外（例えば、遮光ネット（足場に設置

するものに限る）等）を実施する場合については、受発注者間で必要な設置期間等を協議の上、

設計変更により対応することとし、当初工事費には費用計上を行わない。また、当該項目に係る

費用の積算にあたっては、見積価格等を参考として計上する。 

(令和７年７月４日付け事務連絡「公共住宅建設工事における熱中症対策に係る費用の取扱いに

ついて」公共住宅事業者等連絡協議会) 
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３－３ 共通費率に基づく共通費の算定（公共建築工事） 

（１） 用語の定義 

「その他工事（公建）」とは、通常の建物本体工事に含まれない工事をいい、次を標準とする。 

① 造園工事（種目で造園工事として扱われる項目全て。） 

② 取り壊し工事（石綿含有建材処理工事を除く。） 

 
（２） 共通仮設費 

（ア） 当該共通仮設費率に含まれる内容は、表３－９及び表３－１０とする。ただし、設計図書に基

づく以下の費用は含まれない。 

・現場環境改善費 

・工事場所以外の屋外整理清掃費 

・新たな施策等の試行による特別な費用 

 

表３－９ 建築工事の共通仮設費率に含む内容 

項    目 内    容 

準 備 費 
敷地整理（新営の場合）、道路占有のための準備及び現状復旧に要する費用、その他

の準備に要する費用 

仮 設 建 物 費 
監理事務所（敷地内）、現場事務所（敷地内）、倉庫、下小屋、作業員施設等に要する

費用。ただし、設計図書によるイメージアップ費用を除く。 

工 事 施 設 費 
場内通信設備等の工事用施設に要する費用。ただし、設計図書によるイメージアップ

費用を除く。 

環 境 安 全 費 
安全標識、消火設備等の施設の設置、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用。

台風等災害に備えた災害防止対策に要する費用のうち一般的なものの費用 

動力用水光熱費 
工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金

等 

屋外整理清掃費 
屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分並びに端材等の処分に要する

費用 

機 械 器 具 費 測量機器及び雑機械器具に要する費用 

そ の 他 

公共建築工事標準仕様書に基づく試験費、レディーミクストコンクリートの単位水量試

験費、特記仕様書にて定める試験のうち軽微な試験費、その他上記のいずれの項目

にも属さないもののうち軽微なものの費用 

 

表３－１０ 電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事の共通仮設費率に含む内容 

項   目 内    容 

準 備 費 その他の準備に要する費用 

仮 設 建 物 費 
現場事務所（敷地内）、倉庫、下小屋、作業員施設等に要する費用。ただし、設計図書

によるイメージアップ費用を除く。 

工 事 施 設 費 場内通信設備等の工事用施設に要する費用。ただし、設計図書によるイメージアップ費用を除く。 

環 境 安 全 費 
安全標識、消火設備等の施設の設置に要する費用。台風等災害に備えた災害防止対

策に要する費用のうち一般的なものの費用 

動力用水光熱費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等 

屋外整理清掃費 
屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分並びに端材等の処分に要する

費用 

機 械 器 具 費 測量機器及び雑機械器具に要する費用 

そ の 他 上記のいずれの項目にも属さないもののうち軽微なものの費用 

 

（イ） 監理事務所を設けない場合の補正 

建築工事において、表３－９に掲げる監理事務所（監督員事務所を設けない場合は、共通仮

設費率（Ｋｒ）に以下の補正率を乗じる。ただし、その他工事、発生材処分費には適用しない。 
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直接工事費 1,000万円 未満 1,000万円 以上 50億円 以下 50億円を超える 

補正値 0.887 0.738＋0.0162×LogｅＰ 0.988 

ただし、Ｐ：直接工事費（千円） 

補正式による値は小数点以下第4位を四捨五入して3位止めとする。 

設計変更においては、変更後のＰに対応した値を変更後のＫｒに乗じる。 

 

（ウ） 共通仮設費の算定対象外費用 

以下に示す費用を含めて発注する場合、これらの費用の共通仮設費を算定しない。なお、共

通仮設費率は、これらの費用を含む直接工事費（湧水等の排出費用（下水道料金のみ）並びに

建設発生土処分費及び取り壊し発生材処分費等を除く）及び工期に対応する共通仮設費率と

する。 

・ 仮庁舎等をリースで発注する場合のリース料等 

・ 湧水等の排出費用（下水道料金のみ） 

・ 建設発生土処分費及び取り壊し発生材処分費等 

 

共通仮設費＝P（A）×Kr（AB）＋積み上げによる共通仮設費 

P（A）   ・・・ 上記費用を除く直接工事費 

P（B）   ・・・ 上記費用 

Kr（AB） ・・・ （P（A）＋P（B））※及び工期に対応する共通仮設費率 

※上記費用を含む直接工事費から湧水等の排出費用（下水道料金のみ）並びに建設発

生土処分費及び取り壊し発生材処分費等を除く 

 

（エ） 鉄屑等のスクラップ費を計上する場合 

 この場合の共通仮設費の算定は、比率により算定する部分については、鉄屑等のスクラップ費

を控除しない直接工事費及び工期に対する共通仮設費率により共通仮設費を算定し、必要に

応じて別途積み上げによる共通仮設費を加算する。 

 

（オ） 一般工事にその他工事（公建）を含ませて発注する場合 

一般工事にその他工事（公建）を含ませて発注する場合、一般工事とその他工事（公建）の直

接工事費の合計額及び工期に対応する共通仮設費率により、各工事の共通仮設費を算定する。 

なお、各工事の積み上げによる共通仮設費は、各工事の比率による共通仮設費に加え、工

事ごとに純工事費を区分する。 

 

（カ） その他工事（公建）を単独で発注する場合 

 この場合の共通仮設費の算定は、専門工事業者からの見積りを参考に計上する。 

 

（キ） 新営工事と改修工事の総合発注（一括発注）の場合 

新営工事と改修工事を一括して発注する場合、新営工事と改修工事の直接工事費の合計額

及び各工事の工期に対応するそれぞれの共通仮設費率により、新営工事及び改修工事それぞ

れの共通仮設費を算定する。 

なお、積み上げにより共通仮設費は、主たる工事の共通仮設費とし、新営工事の純工事費と

改修工事の純工事費に区分する。 

 

新営工事の共通仮設費＝（P(A)×Kr(AB)新営）＋積み上げによる共通仮設費※ 

改修工事の共通仮設費＝（P(B)×Kr(AB)改修） 

P(A)      ・・・ 新営工事の直接工事費 
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P(B)      ・・・ 改修工事の直接工事費 

Kr(AB)新営  ・・・ （P（A）＋P（B））及び新営工事の工期に対応する共通仮設費率 

Kr(AB)改修  ・・・ （P（A）＋P（B））及び改修工事の工期に対応する共通仮設費率 

※主たる工事が新営工事の場合 

 

（ク） 建築工事と設備工事の総合発注（一括発注）の場合 

建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかを一括して発注

する場合、各工事の直接工事費及び工期に対応する各工事の共通仮設費率により、各工事の

共通仮設費を算定する。 

なお、各工事の積み上げによる共通仮設費は、各工事の比率による共通仮設費に加え、工

事ごとに純工事費を区分する。 

 

共通仮設費＝Σ（共通仮設費（ｎ）） 

共通仮設費（ｎ）＝（P（ｎ）×Kr（ｎ））＋積み上げによる共通仮設費（ｎ） 

P（ｎ）   ・・・ 各工事の直接工事費 

Kr（ｎ）  ・・・ P（ｎ）及び工期に対応する共通仮設費率 

※（ｎ）  ・・・ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事  

 

主たる工事以外のいずれかの工事が、工事内容及び工事費から適切と判断出来る場合は、

当該工事を主たる工事に含め、主たる工事の定めにより共通仮設費を算定することができる。 

 

（ケ） 敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合 

 この場合の共通仮設費は、それぞれの敷地の工事ごとに算定する。なお、共通仮設費率は、

それぞれの敷地の工事ごとの直接工事費及び工期に対応する共通仮設費率とする。 

 また、積み上げによる共通仮設費は、それぞれの敷地の工事ごとに計上する。 

 

共通仮設費＝Σ（共通仮設費（ｎ）） 

共通仮設費（ｎ）＝（P（ｎ）×Kr（ｎ））＋積み上げによる共通仮設費（ｎ） 

P（ｎ）   ・・・ それぞれの敷地の工事ごとの直接工事費 

Kr（ｎ）  ・・・ P（ｎ）及びそれぞれの敷地の工期に対応する共通仮設費率 

※（ｎ）  ・・・ 敷地A、敷地B、敷地C ...  

 

     （コ） 同一敷地又は隣接する敷地の複数の工事を一括して発注する場合 

         この場合の共通仮設費は、同一敷地全体又は隣接する敷地を一括して算定する。共通仮設

費率は、同一敷地全体又は隣接する敷地における直接工事費の合計額及び工期に対応する

共通仮設費率とする。 

 

共通仮設費＝（P×Kr）＋積み上げによる共通仮設費 

P   ・・・ 同一敷地又は隣接する敷地における直接工事費の合計額 

Kr  ・・・ P 及び工期に対応する共通仮設費率 

 

（３） 現場管理費 

（ア） 現場管理費の算定対象外費用 

以下に示す費用を含めて発注する場合、これらの費用の現場管理費を算定しない。なお、現

場管理費率は、これらの費用を含む純工事費（湧水等の排出費用（下水道料金のみ）並びに建

設発生土処分費及び取り壊し発生材処分費等を除く）及び工期に対応する現場管理費率とす
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る。 

・ 仮庁舎等をリースで発注する場合のリース料等 

・ 湧水等の排出費用（下水道料金のみ） 

・ 建設発生土処分費及び取り壊し発生材処分費等 

 

現場管理費＝Np（A）×Jo（AB）＋積み上げによる現場管理費 

Np（A）  ・・・ 上記費用を除く純工事費 

Np（B）  ・・・ 上記費用 

Jo（AB）  ・・・ （Np（A）＋Np（B））※及び工期に対応する現場管理費率 

※上記費用を含む純工事費から湧水等の排出費用（下水道料金のみ）並びに建設発生

土処分費及び取り壊し発生材処分費等を除く 

 

（イ） 鉄屑等のスクラップ費を計上する場合 

 この場合の現場管理費の算定は、比率により算定する部分については、鉄屑等のスクラップ費

を控除しない純工事費及び工期に対する現場管理費率により現場管理費を算定し、必要に応

じて別途積み上げによる現場管理費を加算する。 

 

（ウ） 一般工事にその他工事（公建）を含ませて発注する場合 

一般工事にその他工事（公建）を含ませて発注する場合、一般工事とその他工事（公建）の純

工事費の合計額及び工期に対応する現場管理費率により、各工事の現場管理費を算定する。 

なお、各工事の積み上げによる現場管理費は、各工事の比率による現場管理費に加え、工

事ごとに工事原価を区分する。 

 

（エ） その他工事（公建）を単独で発注する場合 

 この場合の現場管理費の算定は、専門工事業者からの見積りを参考に計上する。 

 

（オ） 新営工事と改修工事の総合発注（一括発注）の場合 

新営工事と改修工事を一括して発注する場合、新営工事と改修工事の純工事費の合計額及

び各工事の工期に対応するそれぞれの現場管理費率により、新営工事及び改修工事それぞれ

の現場管理費を算定する。 

 

現場管理費＝（Np(A)×Jo(AB)新営）＋（Np(B)×Jo(AB)改修）＋積み上げによる現場管理費 

改修工事の現場管理費＝（P(B)×Kr(AB)改修） 

Np(A)     ・・・ 新営工事の純工事費 

Np(B)     ・・・ 改修工事の純工事費 

Jo(AB)新営  ・・・ （Np(A)＋Np(B)）及び新営工事の工期に対応する現場管理費率 

Jo(AB)改修  ・・・ （Np(A)＋Np(B)）及び改修工事の工期に対応する現場管理費率 

 

（カ） 建築工事と設備工事の総合発注（一括発注）の場合 

建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかを一括して発注

する場合、各工事の純工事費及工期に対応する現場管理費率により、各工事の現場管理費を

算定する。 

なお、各工事の積み上げによる現場管理費は、各工事の比率による現場管理費に加え、工

事ごとに工事原価を区分する。 

 

現場管理費＝Σ（現場管理費（ｎ）） 
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現場管理費（ｎ）＝（Np（ｎ）×Jo（ｎ））＋積み上げによる現場管理費（ｎ） 

Np（ｎ） ・・・ 各工事の純工事費 

Jo（ｎ）  ・・・ Np（ｎ）及び工期に対応する現場管理費率 

※（ｎ）  ・・・ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事  

 

主たる工事以外のいずれかの工事が、工事内容及び工事費から適切と判断出来る場合は、

当該工事を主たる工事に含め、主たる工事の定めにより現場管理費を算定することができる。 

 

（キ） 敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合 

 この場合の現場管理費は、それぞれの敷地の工事ごとに算定する。なお、現場管理費率は、

それぞれの敷地の工事ごとの純工事費及び工期に対応する現場管理費率とする。 

 また、積み上げによる現場管理費は、それぞれの敷地の工事ごとに計上する。 

 

現場管理費＝Σ（現場管理費（ｎ）） 

現場管理費（ｎ）＝（Np（ｎ）×Jo（ｎ））＋積み上げによる現場管理費（ｎ） 

Np（ｎ）  ・・・ それぞれの敷地の工事ごとの純工事費 

Jo（ｎ）  ・・・ Np（ｎ）及びそれぞれの敷地の工期に対応する現場管理費率 

※（ｎ）  ・・・ 敷地A、敷地B、敷地C ...  

 

     （ク） 同一敷地又は隣接する敷地の複数の工事を一括して発注する場合 

         この場合の現場管理費は、同一敷地全体又は隣接する敷地を一括して算定する。現場管理

費率は、同一敷地全体又は隣接する敷地における純工事費の合計額及び工期に対応する現

場管理費率とする。 

 

現場管理費＝（Np×Jo）＋積み上げによる現場管理費 

Np  ・・・ 同一敷地又は隣接する敷地における純工事費の合計額 

Jo  ・・・ Np及び工期に対応する現場管理費率 

 

 

     （ケ） 現場管理費率の留意事項 

①現場管理費率内のその他の項目に含まれる費用 

本支店等から支援を受けた場合の原価性費用として、本支店等から支援を受けた以下の

費用が含まれている。 

・検査、試験の支援に要する費用 

・施工図作成の支援に要する費用 

・その他、外注又は現場従業員が従事する代わりに、本支店等従業員が従事した場合に

要する費用 

各種調査に要する費用として、以下の費用が含まれている。 

・本支店等従業員が調査に伴う作業に要した費用 

・現場従業員が工事完了後に調査に伴う作業に要した費用 

 

（４） 一般管理費等 

（ア）  一般管理費等の算定対象外費用 

 湧水等の排出費用（下水道料金のみ）については一般管理費等を計上しない。また、率の算

定に際してこれらの費用は工事原価に含めない。 
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一般管理費等＝Cp × Gp  

Cp  ・・・ 湧水等の排出費用（下水道料金のみ）を除く工事原価 

Gp  ・・・ 湧水等の排出費用（下水道料金のみ）を除く工事原価に対応する一般管理費

等率 

  

（イ）  建築工事と設備工事の総合発注（一括発注）工事の場合 

 建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事のいずれかを一括して発注す

る場合、各工事別の工事原価の合計額に対応する主たる工事の一般管理費等率により、一般

管理費等を算定する。なお、主たる工事とは、元請けとなる工事をいう。 

 

（ウ）  鉄屑等のスクラップ費を計上する場合 

 この場合の一般管理費等の算定は、鉄屑等のスクラップ費を控除しない工事原価に対する一

般管理費等率により、一般管理費等を算定する。 

 

（エ）  敷地が異なる複数の工事を一括して発注する場合 

 この場合の一般管理費等は、それぞれの敷地の工事ごとの工事原価の合計額に対応する一

般管理費等率により算定する。 

 

（オ）  同一敷地又は隣接する敷地の複数の工事を一括して発注する場合 

 この場合の一般管理費等は、それぞれの工事の工事原価の合計額に対応する一般管理費等

率により算定する。 

 

（カ） その他工事（公建）を単独で発注する場合 

この場合の一般管理費の算定は、専門工事業者からの見積りを参考に計上する。 

 

（５） 熱中症対策に係る費用 

（ア） 工事費への費用計上 

以下の一般的な熱中症対策に関する項目は、共通仮設費率及び現場管理費率等に含まれて

おり、当初工事費に費用計上されているものとする。 

・作業場用大型扇風機 

・作業場換気用送風機 

・エアコン、シャワー室、給水器、冷蔵庫、製氷機 

・熱中飴、タブレット、経口補水液の常備 

・遮光チョッキ、空調服 

・ドライミスト 

・暑さ指数（ＷＢＧＴ値）の計測装置 等 

 

熱中症対策として、一般的な熱中症対策に関する項目以外（例えば、遮光ネット（足場に設置

するものに限る）等）を実施する場合については、受発注者間で必要な設置期間等を協議の上、

設計変更により対応することとし、当初工事費には費用計上を行わない。また、当該項目に係る

費用の積算にあたっては、見積価格等を参考として計上する。 

(令和５年３月29日付け国営計第188号、国営積第12号、国営建技第17号「営繕工事における熱中

症対策に係る費用について」) 
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共通費別紙１ 

 

公共住宅工事（建築局公共建築部公営住宅課発注工事）における共通費率 

 

共通仮設費率 

住－仮－１ 共通仮設費率（建築工事） 
  直接工事費 1,000万円以下 4.34≦Ｋｒ≦6.27 

           1,000万円を超える 8.525×Ｐ-0.073279≦Ｋｒ≦12.311×Ｐ-0.073279 

  Ｋｒ＝ 16.331 × Ｐ-0.200 × Ｔ0.421  

 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円）とし、1千万円以下の場合は、1千万円として扱う 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－仮－２ 共通仮設費率（電気設備工事） 
  直接工事費 500万円以下 5.47≦Ｋｒ≦7.81 

           500万円を超える 25.813×Ｐ-0.182150≦Ｋｒ≦36.846×Ｐ-0.182150 

  Ｋｒ＝ 96.161 × Ｐ-0.463 × Ｔ0.685  

 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円）とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－仮－３ 共通仮設費率（機械設備工事） 
  直接工事費 500万円以下 5.99≦Ｋｒ≦6.71 

           500万円を超える 16.211×Ｐ-0.116960≦Ｋｒ≦18.161×Ｐ-0.116960 

  Ｋｒ＝ 19.364 × Ｐ-0.170 × Ｔ0.170  

 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円）とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－仮－４ 共通仮設費率（昇降機設備工事） 
  Ｋｒ＝  Exp( 4.577 - 0.323 × loge P ) 

 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円） 

Exp( )：指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

Ｐが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 

5,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 500,000（千円） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－仮－５ 共通仮設費率（テレビ電波障害防除工事） 
  直接工事費 300万円以下 Ｋｒ＝ 5.20 

  300万円を超え、5億円以下 Ｋｒ＝ 26.39 × Ｐ-0.2028 

  5億円を超える Ｋｒ＝ 1.84 

 
ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％）、Ｐ：直接工事費（千円） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 
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現場管理費率 

住－現－１ 現場管理費率（建築工事） 

  純工事費 1,000 万円以下 8.52≦Ｊo≦12.52 

     1,000万円を超える 13.061×Ｎp -0.046328≦Ｊo≦19.188×Ｎp -0.046328 

  Ｊo＝ 26.363 × Ｎp -0.181 × Ｔ0.443  

 

 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 
Ｎp：純工事費（千円）とし、1千万円以下の場合は、1千万円として扱う 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－現－２ 現場管理費率（電気設備工事） 
  純工事費 500万円以下 32.46≦Ｊo≦47.69 

         500万円を超える 429.258×Ｎp -0.303165≦Ｊo≦630.640×Ｎp -0.303165 

  Ｊo＝ 1896.706 × Ｎp -0.614 × Ｔ0.749  

 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 
Ｎp：純工事費（千円）とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－現－３ 現場管理費率（機械設備工事） 
  純工事費 500万円以下 24.55≦Ｊo≦37.17 

         500万円を超える 139.163×Ｎp -0.203692≦Ｊo≦210.711×Ｎp -0.203692 

  Ｊo＝273.527 × Ｎp -0.399 × Ｔ0.622  

 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 

Ｎp：純工事費（千円）とし、5百万円以下の場合は、5百万円として扱う 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－現－４ 現場管理費率（昇降機設備工事） 
  Ｊｏ＝  Exp(7.438 - 0.448 × loge Np) 

 

ただし、Ｊｏ：純工事費に対する現場管理費率（％）、Ｎｐ：純工事費（千円） 

Exp( )：指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

Npが以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 

5,000（千円） ≦ Np ≦ 500,000（千円） 

Ｊｏの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－現－５ 現場管理費率（テレビ電波障害防除工事） 
  純工事費 300万円以下 Ｊｏ＝ 14.36 

  300万円を超え、5億円以下 Ｊｏ＝ 15.51 × Ｎｐ-0.0096 

  5億円を超える Ｊｏ＝ 13.67 

 
ただし、Ｊｏ：純工事費に対する現場管理費率（％）、Ｎｐ：純工事費（千円） 

Ｊｏの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 
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一般管理費等率 

住－般－１ 一般管理費等率（建築工事） 
  工事原価 500万円以下 Ｇｐ＝ 17.24 

  500万円を超え、30億円以下 Ｇｐ＝ 28.978 － 3.173×log(Ｃｐ） 

  30億円を超える Ｇｐ＝ 8.43 

 
ただし、Ｇｐ：工事原価に対する一般管理費等率（％）、Ｃｐ：工事原価（千円） 

Ｇｐの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－般－２ 一般管理費等率（電気設備工事、テレビ電波障害防除工事） 
  工事原価 300万円以下 Ｇｐ＝ 17.49 

  300万円を超え、20億円以下 Ｇｐ＝ 29.102 － 3.340×log(Ｃｐ） 

  20億円を超える Ｇｐ＝ 8.06 

 
ただし、Ｇｐ：工事原価に対する一般管理費等率（％）、Ｃｐ：工事原価（千円） 

Ｇｐの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

住－般－３ 一般管理費等率（機械設備工事、昇降機設備工事） 
  工事原価 300万円以下 Ｇｐ＝ 16.68 

  300万円を超え、20億円以下 Ｇｐ＝ 27.283 － 3.049×log(Ｃｐ） 

  20億円を超える Ｇｐ＝ 8.07 

 
ただし、Ｇｐ：工事原価に対する一般管理費等率（％）、Ｃｐ：工事原価（千円） 

Ｇｐの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 
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共通費別紙２ 

公共建築工事（建築局公共建築部公共建築課発注工事）における共通費率 

共通仮設費率 

営－仮－１ 共通仮設費率（新営建築工事） 
  Ｋｒ＝ Exp( 3.346 - 0.282 × loge P + 0.625 × loge T ) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Ｐが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 

10,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 5,000,000（千円） 

営－仮－２ 共通仮設費率（改修建築工事） 

 

 Ｋｒ＝ Exp( 3.962 - 0.315 × loge P + 0.531 × loge T ) 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Ｐが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 

3,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 1,000,000（千円） 

営－仮－３ 共通仮設費率（新営電気設備工事） 
  Ｋｒ＝ Exp( 3.086 - 0.283 × loge P + 0.673 × loge T ) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Ｐが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 

10,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 1,000,000（千円） 

営－仮－４ 共通仮設費率（改修電気設備工事） 
  Ｋｒ＝ Exp( 1.751 - 0.119 × loge P + 0.393 × loge T ) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Ｐが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 

3,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 1,000,000（千円） 

営－仮－５ 共通仮設費率（新営機械設備工事） 
  Ｋｒ＝ Exp( 2.173 - 0.178 × loge P + 0.481 × loge T ) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Ｐが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 

10,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 1,000,000（千円） 

営－仮－６ 共通仮設費率（改修機械設備工事） 
  Ｋｒ＝ Exp( 2.478 - 0.173 × loge P + 0.383 × loge T ) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Ｐが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 

3,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 1,000,000（千円） 

営－仮－７ 共通仮設費率（昇降機設備工事） 
  Ｋｒ＝  Exp( 4.577 - 0.323 × loge P ) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｋｒ：直接工事費に対する共通仮設費率（％） 

Ｐ：直接工事費（千円） 

Ｋｒの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Ｐが以下の範囲を外れる場合は、共通仮設費を別途定めることができる。 

5,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 500,000（千円） 
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現場管理費率 

営－現－１ 現場管理費率（新営建築工事） 

  Ｊo＝ Exp(5.899 - 0.447 × loge Np + 0.831 × loge T) 

 

 

Exp( )は、指数関数 e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 
Ｎp：純工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Npが以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 

10,000（千円） ≦ Np ≦ 5,000,000（千円） 

営－現－２ 現場管理費率（改修建築工事） 
  Ｊo＝ Exp(7.079 - 0.538 × loge Np + 0.773 × loge T) 

 

Exp( )は、指数関数 e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 
Ｎp：純工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Npが以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 

3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 

営－現－３ 現場管理費率（新営電気設備工事） 
  Ｊo＝ Exp(5.961 - 0.387 × loge Np + 0.629 × loge T) 

 

Exp( )は、指数関数 e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 
Ｎp：純工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Npが以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 

10,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 

営－現－４ 現場管理費率（改修電気設備工事） 
  Ｊo＝ Exp(6.038 - 0.431 × loge Np + 0.736 × loge T) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 

Ｎp：純工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Npが以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 

3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 

営－現－５ 現場管理費率（新営機械設備工事） 
  Ｊo＝ Exp(4.723 - 0.252 × loge Np + 0.428 × loge T) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 

Ｎp：純工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Npが以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 

10,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 

営－現－６ 現場管理費率（改修機械設備工事） 
  Ｊo＝ Exp(6.221 - 0.461 × loge Np + 0.800 × loge T) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｊo：純工事費に対する現場管理費率（％） 

Ｎp：純工事費（千円） 

Ｔ：工期（か月） 

Ｊoの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Npが以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 

3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円） 

営－現－７ 現場管理費率（昇降機設備工事） 
  Ｊｏ＝  Exp(7.438 - 0.448 × loge Np) 

 

Exp( )は、指数関数e( ) を表す。e は、ネイピア数（自然対数の底）を表す。 

ただし、Ｊｏ：純工事費に対する現場管理費率（％）、Ｎｐ：純工事費（千円） 

Ｊｏの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

Npが以下の範囲を外れる場合は、現場管理費を別途定めることができる。 

5,000（千円） ≦ Np ≦ 500,000（千円） 
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一般管理費等率 

営－般－１ 一般管理費等率（建築工事） 
  工事原価 500万円以下 Ｇｐ＝ 17.24 

  500万円を超え、30億円以下 Ｇｐ＝ 28.978 － 3.173×log10 (Ｃｐ） 

  30億円を超える Ｇｐ＝ 8.43 

 
ただし、Ｇｐ：工事原価に対する一般管理費等率（％）、Ｃｐ：工事原価（千円） 

Ｇｐの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

営－般－２ 一般管理費等率（電気設備工事） 
  工事原価 300万円以下 Ｇｐ＝ 17.49 

  300万円を超え、20億円以下 Ｇｐ＝ 29.102 － 3.340×log10 (Ｃｐ） 

  20億円を超える Ｇｐ＝ 8.06 

 
ただし、Ｇｐ：工事原価に対する一般管理費等率（％）、Ｃｐ：工事原価（千円） 

Ｇｐの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

営－般－３ 一般管理費等率（機械設備工事、昇降機設備工事） 
  工事原価 300万円以下 Ｇｐ＝ 16.68 

  300万円を超え、20億円以下 Ｇｐ＝ 27.283 － 3.049×log10 (Ｃｐ） 

  20億円を超える Ｇｐ＝ 8.07 

 
ただし、Ｇｐ：工事原価に対する一般管理費等率（％）、Ｃｐ：工事原価（千円） 

Ｇｐの値は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。 

 

 


